
◎ キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）については、平成２５年４月の「沖縄統合計画」（※）において、平成２６年度又は

その後に返還可能な区域として発表。

◎ 返還条件は、返還区域と残余の部分との境界に柵等を設置すること。

※「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」

◎ 平成２７年３月３１日、境界柵等を設置した上で、キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）約５１ヘクタールの返還が実現

※沖縄統合計画における、最初の大規模な返還

◎ 返還後の支障除去措置を実施し、平成３０年３月３１日に土地所有者へ引き渡し
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